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◆地球環境問題の広がり

地球環境の悪化が急
速に進んでいる。これ
らの問題は，国境を越え
て全地球的規模で被害を
生じさせる。その点で，一国
内で解決されてきた公害問題と
は異なる。人類全体で解決に取り
組むことが求められている。 宇宙から見た地球と月

温暖化，オゾン層の破壊，酸性雨は，地球全体の気
候や生態系に大きな影響を与える。

温暖化・
オゾン層の破壊

（『エネルギー’95』電力新報社）

酸性雨

砂漠化

熱帯雨林の破壊

熱帯雨林の破壊

砂漠化

酸性雨
砂漠化

酸性雨

砂漠化

有害廃棄
物の投棄

温暖化・オゾン層の破壊

◆主な地球環境問題

地球温暖化

化石燃料の大量消費やフロンの使用など
によって地球の平均気温が上昇している。
気温の上昇は降水パターンの変化など異
常気象を引き起こしている。

オゾン層破壊

フロンやハロンの大気中への放出によっ
てオゾン層が破壊され，有害紫外線が増
大し人の健康や生態系に悪影響が懸

け

念
ね ん

さ
れている。

酸性雨
硫黄酸化物や窒素酸化物などにより，酸
性の強い降雨がみられ，各地で森林の荒
廃や湖沼などの生態系の破壊がみられる。

熱帯林の減少

過度の森林伐採や焼き畑などにより，熱
帯林が減少している。気候の変化や大気
中の二酸化炭素の濃度を上昇させる原因
となる。

砂漠化
過度の放牧や焼き畑，異常気象などによっ
て地表の砂漠化が進んでいる。気候の変
化や食料生産の減少につながる。

野生生物種の
減少

熱帯林の減少などの野生生物の生息環境
の悪化や乱獲などにより野生の動植物の
種が絶滅あるいは減少している。生態系
の変化や遺伝子の喪

そ う

失
し つ

が心配されている。

地球環境問題1
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地球温暖化

❶ なぜ地球は温暖化するのか
地球が温暖化しているのは，地表
から宇宙空間へ放出される熱が少な
くなって，地球の表面にこもるから
だといわれる。主な原因として，大
気中に含まれる二酸化炭素（CO2），
メタン，フロンなどの温室効果ガス
による影響があげられる。なかでも
CO2の影響が最も大きいといわれ
る。CO2の量が多くなった大気は，
地表から放出される赤外線をよく吸
収するようになる。そのため，赤外
線は宇宙空間に放出される量が少な
くなり，大気中に吸収され，その結
果として気温が高くなる。こうして
地球は，大気中の CO2の濃度が高
くなるにつれて，温暖化が進むので
ある。

温室効果のしくみ

世界の年平均気温の変化・1880年～ 2001年（『環境白書』平成 14 年版）

注：棒グラフは各年の値。青い線は各年の値の 5年移動平均を，赤い線は
長期傾向を示す

図は世界の約 120 年間の地上気温の
推移である。世界の気温は 20世紀中に
0.6℃の上昇があり，この上昇は，人為
的な大気中の CO2濃度などの増加によ
ると考えられている。気温の上昇率は南
半球に比べて北半球の方が大きい。
「気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）」の 報 告 で は 1990 年 か ら
2100年までの全地球地上気温の上昇
は，1.4～5.8℃と予測されている。なお，
1998年の平年差 0.7℃の上昇は，エル
ニーニョ現象による影響も大きいといわ
れている。

割れて崩壊しつつある南極の棚
たな

氷
ごおり

気温上昇への温室効果ガスの寄
き

与
よ

度

二酸化炭素
60.1%

メタン
19.8%

フロン
13.5%

一酸化二窒素 その他 0.4

6.2%

産業革命以降，人為的に排出された温室効
果ガスによる地球温暖化への直接的寄与度
（1998年現在）。

（『環境白書』平成18年版）



71第１章　日本国憲法の基本原理

第4節 平和主義と日本の安全保障

国道の上を低空で飛行する米軍機
（沖縄）

1．平和主義と憲法第 9条
　　　　　　　前文…………恒久平和の理念，平和的生存権の確認
　平和主義　　 9 条 1 項……戦争の放棄　　　　　　　　　　　　　⇒国際協調主義
　　　　　　　 9 条 2 項……戦力不保持，交戦権の否認
2．日本の防衛と日米安保
自衛隊と第 9条

　　①再軍備と自衛隊の成立＜時代背景＞米ソ対立，朝鮮戦争勃発（1950.6）
　　　（1950）　警察予備隊創設 ⇐ 米国の対日占領政策の変化（非軍事化から再軍備へ）
 　　　　　　　　　 （1951）サンフランシスコ講和条約調印 ⇒ 日本独立
 　　　　　　　　　　　　 日米安全保障条約調印 ⇒ 米軍の駐留を認め，基地を提供
　　　（1952）　保安隊発足…「近代戦遂行能力なし，違憲ではない」（内閣統一見解）
　　　　　　　　　　（1953）池田・ロバートソン会談　　　（1954）MSA 協定
　　　（1954）　自衛隊発足・防衛庁創設（→ 2007 ，防衛省へ昇格）
　　②自衛隊の合違憲問題
　　　　（政府見解）自衛権は国家固有の権利 ⇒ 必要最小限度の実力の保持可 ⇒ 合憲
　　　　（学説）　　　（多数説）あらゆる戦争を放棄 ⇒ 戦力保持不可 ⇒ 違憲
　　　　　　　　　　（少数説）侵略戦争を放棄 ⇒ 自衛のための戦力保持可 ⇒ 合憲
　　　　　　　　　違憲説（長沼ナイキ基地訴訟札幌地裁）
　　　　（判例）　　統

とう

治
ち

行為論（長沼ナイキ基地訴訟札幌高裁）
　　　　　　　　　憲法判断回避（恵庭事件札幌地裁，長沼ナイキ基地訴訟最高裁）
　日本の安全保障政策………有事の際は日本と米軍の共同作戦で対処する
　　　　　日米安保条約……自衛力増強義務，事前協議制，共同防衛義務，基地使用
　　　　　　　在日米軍 ⇒ 沖縄基地問題
　　　　　　　米国の核抑止力
　　　　　自衛隊　　　　　　　　　　　　　　（核持ち込み疑惑）
　日本の防衛指針
　　①非核三原則……核兵器は，持たず，作らず，持ち込まさず（1971国会決議）
　　②文民統制（シビリアン・コントロール）……自衛隊の最終的指揮権は文民にある
　　③専守防衛……敵の攻撃に対処するだけ ⇒ 侵略可能兵器の不保持
　　④武器輸出三原則……武器の輸出を全面的に禁ずる
3．冷戦後の安全保障
　日米安保体制の変遷
　　　（1960）　安保条約改訂，日米地位協定調印…	米国の日本防衛義務明確化
　　　（1978）　ガイドライン合意……	 日本有事の際，攻撃は米国，日本は防衛の役割分担
　　　（1979）　思いやり予算計上……米軍駐留経費への財政支援開始
　　　　　　　　　　（1989）米ソ冷戦終結 ⇒ （1991）ソ連崩壊　（1991）湾岸戦争 ⇒ 国際貢献論
　　　（1992）　PKO協力法成立……国連 PKO にともなう自衛隊海外派遣が可能に！
　　　　　　　　　　　（1992〜）カンボジア，モザンビークなどへ自衛隊の海外派遣
　　　（1997）　新ガイドライン合意……日米の防衛協力の範囲拡大
　　　（1999）　ガイドライン関連法成立……日本領域外での米軍支援活動が可能に！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒ 集団的自衛権の行使（憲法解釈上不可）
　　　（2003）　有事関連3法成立（武力攻撃排除に重点）→（04）有事関連7法成立（国民保護の枠組み）
　広がる自衛隊の活動
　　　（2001）テロ対策特別措置法……米軍によるアフガン・テロ組織掃討作戦を支援
　　　（2003）イラク復興支援特別措置法……イラクの戦後復興支援，自衛隊のイラク派遣を可能にした
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■新会社法のポイント■
●有限会社を株式会社に一本化
株式会社は，全株式に譲渡制限がかかり，有

限会社と似た「株式譲渡制限会社」と，自由に
譲渡できる株式が一部でもある「公開会社」の 2
種類に分かれる。有限会社は新設できなくなる
が，名前を変えずに事業を続けられる。

●合併など再編を簡単に
合併相手の規模により総会決議などを要する

条件を大幅に緩和。子会社の合併でも省略でき
る。

●三角合併，交付金合併
07 年春から，子会社が合併するときに親会

社の株を見返りとして渡せる三角合併が可能に
なる。株の代わりに現金を渡す交付金合併も同
様に解禁される。

●「合同会社」の新設
株式会社と同様に有限責任の社員（出資者）

だけで作れ，貢献に応じて配当比率を決められ
るなど，自由な経営ができる。

●最低資本金制度の撤廃
株式会社で 1千万円とされる最低資本金制度

がなくなる。代わりに，純資産 300 万円未満の
会社は配当できなくなる。

●株券不発行
定款であえて発行を決めない限り，株券の発

行はできなくなる。
●株主への配当の時期
従来だと利益配当が期末と中間の 2回であっ

たが，剰余金の配当という形に改まる。定款で
決めると四半期や毎月の配当も可能になる。

企業

有限会社を廃止
企業活動の複雑化に対応して，多様な会社のあり方
を認める内容の新しい「会社法」が成立した。起業か
ら組織再編，敵対的買収への対応まで，機動的な経営
が可能になる半面，株主の権利保護や株主による経営
監視の側面からは懸念材料も残る改正となった。法律
は，終戦直後に大改正された商法や戦前にできた有限
会社法など，会社制度にかかわる法律を抜本的に見直
し，わかりやすく一つにまとめた。この 10 年間，経
済界の要望などを受け，経営手段の多様化やグループ
経営の効率化などのため毎年のようにつぎはぎで行わ
れてきた商法改正の集大成とも言える。……
法律は，有限会社制度を廃止し，株式会社に一本化。
会社設立時に必要な最低資本金制度を廃止して，特例
措置だった「1円会社」を認める。
また，株主総会での決議がなくても取締役会決議だ
けでできる簡易合併・分割の基準を緩和。株主への配
当を年に何回するかなども自由化する。
さらに，敵対的な企業買収への防衛策も強化。買収
者が現れた時点で他の株主の議決権を大幅に増やして
買収を妨害する「ポイズンピル（毒薬条項）」を使いや
すくする措置が導入される。

会社運営の約束事を記しておく定款の重要性も高
まった。法律が企業活動の是非を細かく規定するので
はなく，取締役が何をできるかなどについて「定款自
治」を広く認める。株主が自ら総会でどのような定款
をつくりあげるかが会社のあり方を決めることになる。
株主の最終的なチェッ
ク手段である株主代表
訴訟については，持ち
株会社など親会社の株
主が子会社の役員の責
任を追及できる条項は
盛り込まれなかった。
また，少数株主から
会社側が株式を買い取
り，株主の地位を退い
てもらう道も広がった
ため，少数株主の保護
が不十分になるおそれ
が指摘されている。
（『朝日新聞』2005.6.29）

新「会社法」が成立
新しい会社の枠組み　会社組織の枠組みを定める新「会社法」が成立した。骨格はどれも同じだった株式会社は，有
限会社に似たシンプルな形が基本になり，規模の拡大や株主の広がりに応じて仕組みが複雑になる。企業グループの
再編も容易になるほか，多様化する事業の受け皿として新たに「合同会社」もスタートした。

自由度が増した企業の取締役

●米国のLLC（リミテッド・ライアビリティー・
カンパニー，有限責任会社）の日本版
●出資者が出資範囲でしか責任を負わない
●利益分配や，役員の権限などの会社の内部
ルールは定款で自由に設定可能
●専門的な知識，能力，ノウハウを持った人
が起業したり，事業に参画したりしやすい

現　　在

株式会社1

最低資本金1,000万円

株式会社1

●最低資本金制度廃止
　1円でも可能に

合同会社2

有限会社2

最低資本金300万円

合資会社3

無限＋有限責任社員

合名会社4

無限責任社員

会社法施行後

統合

新設

存
続

存
続

●会社のかたち


